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平
成
23
年
第
２
回
（
６
月
）

定
例
会
は
、
６
月
７
日
（火）
か
ら

開
催
す
る
予
定
で
す
。
請
願
・

陳
情
は
、
５
月
30
日
（月）
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
を
審
査
し
ま

す
。

　
あ
き
る
野
市
議
会
で
は
、
定

例
会
を
毎
年
３
月
、
６
月
、
９

月
、
12
月
の
年
４
回
開
催
し
て

い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
議
会
事
務
局

　
市
で
は
、
あ
る
き
た
く
な
る

街
あ
き
る
野
を
め
ざ
し
た
観
光

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
「
あ
き
る
野
市
観
光
推
進

プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
す
。

　
こ
の
推
進
プ
ラ
ン
（
案
）
に

つ
い
て
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
参
考
に
し
て
計
画
に
反

映
さ
せ
る
た
め
、
ご
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

▽
主
な
重
点
施
策

　●

フ
ァ
ミ
リ
ー
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

　
と
し
て
誘
客
を
推
進

　●

森
林
と
水
と
農
の
環
境
を
活

　
用
し
た
魅
力
づ
く
り

　●

風
景
づ
く
り
と
景
観
向
上
に

　
よ
る
受
入
体
制
の
整
備

　●

あ
き
る
野
版
ジ
オ
パ
ー
ク
の

　
観
光
活
用
の
検
討

　●

滞
在
型
観
光
の
促
進
に
お
け

　
る
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
等
の
検
討

▽
閲
覧
場
所
　
情
報
公
開
コ
ー

　
ナ
ー
（
市
役
所
４
階
）
、
商

　
工
観
光
課
、
五
日
市
出
張

　
所
、
中
央
公
民
館
、
市
内
各

　
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

　
し
て
い
ま
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
な
ど
　
５

　
月
30
日
（月）
ま
で
に
、
Ａ
４
用

　
紙
な
ど
に
ご
意
見
と
住
所
、

　
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

　
送
付
し
て
く
だ
さ
い
（
直
接

　
提
出
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー

　
ル
で
も
受
け
付
け
ま
す
）
。

※
電
話
で
の
ご
意
見
は
受
け
付

　
け
ま
せ
ん
。

※
提
出
さ
れ
た
ご
意
見
は
、
個

　
人
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に

　
編
集
し
、
概
要
な
ど
を
公
表

　
し
ま
す
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
商
工
観
光

　
課
（
〒
１
９
７
―
０
８
１
４

　
二
宮
３
５
０
、
　
５
５
８
・

　
１
１
１
９
、
　k

o
h
o
0
1
@

　c
ity
.a
k
iru
n
o
.to
k
y
o
.

　jp

）

　
市
で
は
、
明
日
の
笑
顔
が
見

え
る
あ
き
る
野
の
農
業
を
め
ざ

し
た
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、

「
あ
き
る
野
市
農
業
振
興
計

画
」
を
改
定
し
ま
す
。

　
こ
の
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、

多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
参

考
と
し
て
計
画
に
反
映
さ
せ
る

た
め
、
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
主
な
重
点
施
策

　●

直
売
所
の
拡
充

　●

農
畜
産
物
の
安
定
供
給

　●

遊
休
農
地
の
再
生
・
活
用

　●

捕
獲
等
に
よ
る
被
害
防
止
対

　
策

　●

農
業
ヘ
ル
パ
ー
制
度
等
の
確

　
立

▽
閲
覧
場
所
　
情
報
公
開
コ
ー

　
ナ
ー
（
市
役
所
４
階
）
、
農

　
林
課
、
五
日
市
出
張
所
、
中

　
央
公
民
館
、
市
内
各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

　
し
て
い
ま
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
な
ど

　●

提
出
方
法
…
５
月
30
日
（月）
ま

　
で
に
、
Ａ
４
用
紙
な
ど
に
ご

　
意
見
と
住
所
、
氏
名
、
電
話

　
番
号
を
記
入
し
、
送
付
し
て

　
く
だ
さ
い
（
直
接
提
出
、
フ

　
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
で

　
も
受
け
付
け
ま
す
）
。

※
電
話
で
の
ご
意
見
は
受
付
し

　
ま
せ
ん
。

　●

そ
の
他
…
提
出
さ
れ
た
ご
意

　
見
は
、
個
人
を
特
定
で
き
な

　
い
よ
う
に
編
集
し
、
概
要
な

　
ど
を
公
表
し
ま
す
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
農
林
課
農

　
政
係
（
〒
１
９
７
―
０
８
１

　
４
　
二
宮
３
５
０
、
　
５
５
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９
、
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市
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
「
地
球
温
暖
化
対
策
地
域
推

進
計
画
」
策
定
の
た
め
に
、
市

民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
会
議
の
回
数
　
４
回
程
度

　
（
予
定
）

▽
対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
で

　
20
歳
以
上
の
方

▽
定
員
　
２
人
以
内

▽
任
期
　
今
年
度
内

▽
応
募
方
法
　
６
月
15
日
（水）

　
（
必
着
）
ま
で
に
、
Ａ
４
用

　
紙
に
「
地
球
温
暖
化
を
防
止

　
す
る
た
め
に
、
今
私
た
ち
は

　
何
を
す
べ
き
か
」
に
つ
い
て

　
１
２
０
０
字
以
内
で
ま
と
め
、

　
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、

　
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
を

　
記
入
し
、
お
持
ち
い
た
だ
く

　
か
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
作
文
の
内
容
や
選
考
結
果
は

　
公
表
し
ま
せ
ん
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
環
境
課

　
環
境
・
緑
化
係
（
〒
１
９
７
―

　
０
８
１
４
　
二
宮
３
５
０
）

　
現
在
お
使
い
の
認
定
証
の
有

効
期
限
は
、
６
月
30
日
（木）
ま

で
で
す
。
更
新
の
申
請
用
紙
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
引
き
続
き

対
象
と
な
る
方
は
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
新
規
の
方
は
、

随
時
窓
口
で
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

▽
認
定
証
の
発
行
　
介
護
保
険

　
施
設
（
介
護
老
人
福
祉
施

　
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、

　
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）
に

　
入
所
す
る
か
、
シ
ョ
ー
ト
ス

　
テ
イ
を
利
用
す
る
場
合
、
所

　
得
に
よ
り
負
担
の
限
度
額
を

　
定
め
、
食
費
・
居
住
費
が
一

　
定
の
割
合
で
減
額
と
な
る
認

　
定
証
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

▽
対
象

　●

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　●

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
老
齢

　
福
祉
年
金
受
給
者

　●

生
活
保
護
受
給
者

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　●

申
請
用
紙

　●

介
護
保
険
被
保
険
者
証

　●

現
在
お
使
い
の
介
護
保
険
負

　
担
限
度
額
認
定
証

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介

　
護
保
険
係
（
直
通
５
５
８
・

　
１
９
６
９
）

　
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免

除
や
、
一
部
免
除
の
承
認
を
受

け
た
期
間
と
若
年
者
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承

認
を
受
け
た
期
間
は
、
保
険
料

の
全
額
を
納
め
た
場
合
と
比

べ
、
将
来
受
け
取
れ
る
年
金

額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
期
間
は
10
年
以
内
で
あ
れ

ば
、
保
険
料
を
後
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）

で
、
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶

予
、
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
年
度
か
ら
３
年

度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す

る
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合

は
、
専
用
の
納
付
書
が
必
要
で

す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん

　
こ

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４

　
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
財
産
や
遺
言
、
成
年
後
見
制

度
な
ど
、
専
門
家
に
相
談
で
き

ま
す
。
ご
家
族
か
ら
の
相
談
も

受
け
付
け
ま
す
。

▽
日
時
　
５
月
27
日
（金）
　
午
後

　
１
時
〜
３
時
（
１
人
40
分
）

▽
場
所
　
市
役
所
１
階
市
民
相

　
談
室

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
お
お
む

　
ね
65
歳
以
上
の
方
と
家
族

▽
申
込
み
方
法
　
電
話
で
申
し

　
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
先
着

　
順
）
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
高
齢
者

　
支
援
課
高
齢
者
支
援
係
（
直

　
通
５
５
８
・
１
９
５
３
）

　
市
で
は
、
地
元
産
材
の
利
用

促
進
を
図
る
た
め
、港
区
と「
間

伐
材
を
始
め
と
し
た
国
産
材
の

活
用
促
進
に
関
す
る
協
定
」
の

締
結
を
し
ま
し
た
。
港
区
の
公

共
施
設
や
民
間
建
築
物
で
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
木
材
・
木

材
製
品
を
使
用
す
る
も
の
で
、

あ
き
る
野
市
を
始
め
全
国
23
の

市
町
村
と
協
定
を
締
結
し
ま
し

た
。
協
定
に
よ
り
、
港
区
に
木

材
や
木
材
製
品
の
供
給
を
行
う

事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法
　
５
月
31
日
（火）

　
ま
で
に
直
接
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
農
林
課

　
林
務
係

　
市
の
郷
土
の
恵
み
の
森
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
職
員

で
組
織
す
る
森
林
サ
ポ
ー
ト
レ

ン
ジ
ャ
ー
あ
き
る
野
で
は
、
町

内
会
・
自
治
会
と
協
働
で
尾
根

道
の
整
備
や
景
観
整
備
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
後
の

活
動
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
も
メ
ン
バ
ー

を
募
集
し
ま
す
。

▽
対
象
　
森
づ
く
り
に
関
心
の

　
あ
る
方
（
市
民
、
企
業
、
団

　
体
）
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参

　
加
で
き
る
方

▽
活
動
日
時
　
土
曜
日
、
日
曜

　
日
を
中
心
に
年
間
随
時
（
半

　
日
ま
た
は
１
日
）

▽
場
所
　
市
内
の
森
林

▽
作
業
内
容
　
尾
根
道
、
昔
道

　
な
ど
の
草
刈
り
、
整
備
、
道

　
標
設
置
、
花
木
の
植
栽
な
ど

※
市
民
総
合
賠
償
補
償
保
険
の

　
対
象
と
な
り
ま
す
。

▽
応
募
方
法
　
６
月
10
日
（金）
ま

　
で
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
環
境
の
森

　
推
進
室
（
直
通
５
５
８
・
８

　
８
６
２
）

　
市
の
財
政
は
、
皆
さ
ん
に
納

め
て
い
た
だ
い
た
市
税
の
ほ

か
、
国
や
都
か
ら
の
補
助
金
な

ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
お
金
は
、
福

祉
、
教
育
、
ま
ち
づ
く
り
な

ど
、
皆
さ
ん
の
く
ら
し
に
深
い

か
か
わ
り
を
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
お
金

が
入
っ
て
き
て
何
に
使
わ
れ
て

い
る
の
か
な
ど
を
お
知
ら
せ
す

る
た
め
、
年
に
２
回
（
上
半

期
・
下
半
期
）
財
政
状
況
を
公

表
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
お
知
ら
せ
す
る
の
は
、

平
成
22
年
度
下
半
期
（
平
成
22

年
10
月
１
日
か
ら
平
成
23
年
３

月
31
日
ま
で
）
の
一
般
会
計
と

７
つ
の
特
別
会
計
の
予
算
の
執

行
状
況
（
表
１
）
、
市
の
財
産
、

借
入
金
な
ど
の
概
要
で
す
。

　
予
算
を
整
理
す
る
出
納
整
理

期
間
（
平
成
23
年
４
月
１
日
か

ら
５
月
31
日
ま
で
）
の
歳
入
、

歳
出
を
含
め
た
平
成
22
年
度
の

決
算
状
況
は
、
あ
ら
た
め
て
広

報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
議
会

定
例
会
が

開
催
さ
れ
ま
す

介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
を
更
新
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は

　
追
納
が
で
き
ま
す

高
齢
者
の
た
め
の
法
律

　
相
談
会
（
予
約
制
）

森
林
サ
ポ
ー
ト

レ
ン
ジ
ャ
ー
あ
き
る
野

　
　
　
を
募
集
し
ま
す

港
区
の
国
産
材
活
用

促
進
事
業
へ
の
参
加

事
業
者
を
募
集
し
ま
す

FAX

FAX

表　平成23年第２回（６月）定例会日程

※午前９時30分から開会します。

※日程は変更になる場合があります。

月　日 会議名 内　容

一般質問本会議（定例会初日）６月７日㈫

一般質問本会議（定例会２日目）６月８日㈬

一般質問本会議（定例会３日目）６月９日㈭

議案審議等本会議（定例会４日目）６月10日㈮

議案審査等総務委員会６月14日㈫

議案審査等環境建設委員会６月16日㈭

議案審査等福祉文教委員会６月17日㈮

委員長報告

議案審議等
本会議（定例会最終日）６月24日㈮

市
債
現
在
高
の
状
況

３
面
に
つ
づ
く

　
長
期
間
に
わ
た
っ
て
多
く
の

方
々
が
利
用
す
る
公
共
施
設
の

整
備
に
は
、
一
度
に
多
く
の
お

金
が
必
要
と
な
る
た
め
、
国
や

マ
イ
ス


